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１．セキュリティ・クリアランス(SC )とは何か
２．米国のSC制度
３．日本版SC制度成立まで
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６．日米共同研究と SC
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１．セキュリティ・クリアランス(SC )とは何か

■アメリカでは職業の資格でキャリアアップのための制度■
■セキュリティ・クリアランス

「連邦政府の直接雇用者、民間請負業者の個人が秘密情報を取り扱う適性
があることを政府が認定すること」
（Michelle D. Christensen, “Security Clearance Process: Answers 

to Frequently Asked Question,”  
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43216/7）より

■有識者会議による日本のSC■
■セキュリティ・クリアランス制度「政府が保有する安全保障上重要な情
報として指定された情報（ＣＩ(Classified Information)）にアクセスする
必要がある者（政府職員及び必要に応じ民間事業者の従業者等）に対して、
政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセスを認め
る制度」
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２．米国のSC制度 SC
人SC

施設SC

弁護士（日本・ニューヨーク）有本真由 「セキュリティ・クリアランスについて～
米国を中心に」、2022.9.22、 日本安全保障貿易学会 第34回研究大会 より
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【調査内容】
①暴力的な政府転覆活動・テロ等への関与
②外国との関係
③犯罪歴
④民事訴訟
⑤情報通信関係の比違歴
⑥薬物の濫用
⑦精神の健康状態
⑧アルコールの影響
⑨信用状態
⑩知人の連絡先、家族・同居人に対して氏名、生年月日、国籍、

住所、社会保障番号等
申請者本人との面談，友人や同僚，家主，隣人等への照会．ポリグラ
フ検査を実施する行政機関もある．ソーシャルメディアの情報活用．

米国の資格申請者→身上調査

出典：https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43216/7

調査実施部署：国防カウンターインテリジェンス・保全庁一元的実施、FBI、CIA
２－1
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米国のセキュリティクリアランス（SCと略）
■「連邦政府の直接雇用者、民間請負業者の個

人が秘密情報を取り扱う適性があることを政
府が認定すること」

■「連邦政府の職員もしくは連邦政府と連携す
る民間事業者の資格」

１)機密指定制度
２)大統領令 第12968号 (クリン トン大統領） 1995. 8

第13526号（オバマ大統領） 2009.12
３)申請に三つのランク
（Top Secret最高機密、Secret極秘、Confidential秘）

出典：「セキュリティー・クリアランス・プロセスよくある質問」米国議会調査局
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43216/7

２－２
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【原爆開発】
クラウス・フックス、ローゼンバーグ夫妻事件
1951 年以降は軍事研究以外に機密指定を拡大

【機密指定】
大統領令第 13526 号
「国家安全保障に関連する科学的，技術的又は経済
的事項に関する情報」（第14 条( e )）
連邦政府は，研究内容がこの大統領令に該当する場
合，研究は機密指定を受け，これに従事する 研究者
はセキュリティクリアランスの取得が必要 ．

米国のSC制度と研究者２－3
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■連邦政府は、研究内容がこの大統領令に該当する場合、研究は機密指定を受
け、これに従事する研究者はセキュリティクリアランスの取得が必要。

■科学技術の発展に研究成果の自由な発表やオープンな研究環境が不可欠
■明らかに国家安全保障と関係のない基礎的な研究の機密指定を禁止
■研究成果が研究コミュニティ内で広く公表・共有されるものを「基礎的研究

（Fundamental Research）」と定義し、その成果は原則として政府によ
る公開制限を受けない

■大学では機密指定された研究を一般のキャンパス内で行うことを禁止
■物理的に離れた研究施設でセキュリティクリアランスを受けた研究者、管理

者、建物で研究実施
■研究成果の公開の制限、業績評価の機会がなくなる。

1982 年、全米科学アカデミー等が設置した研究者委員会が提言するとい
うシステムになっている。

■機密指定とキャンパス外研究施設使用
2000年代 多発テロ事件を契機に生物化学兵器（炭そ菌）など生命科学が
機密指定（バイオテロ対策）。

２－4
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■国家公務員法(1947)
■日米刑特法「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関
する協定の実施に伴う刑事特別法」（1952）

・第6 条在日米軍の秘密保護を規定 ・第7条スパイ行為罰則
■自衛隊法（1954）
・第96条の2 防衛秘密規定
・第122条で秘密漏洩に関する罰則規定
■MSA秘密保護法「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」（1954）
■日米防衛特許協定「防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流

を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定及び議
定書」（1956）

■スパイ防止法案（廃案）(1985)

３．日本版SC制度成立まで
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■スパイ防止法案（廃案）(1985)
■日米間GSOMIA「秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日

本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定（Agreement Between the 
Government of Japan and the  Government of the United 
States of America Concerning Security Measures for the 
Protection of  Classified  Military Information）」締結 (2007)

■特定秘密保護法（2013）
・「防衛」,「外交」,「特定有害活動の防止」,「テロリズムの防止」の４分野

対象
・ツワネ原則違反（「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則

（Global Principles On  National Security And The Right To 
Information ）」(2013)

■経済安保推進法(2014)

3－1
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４．有識者会議の検討から見えてきたもの

警視庁パンフ 東京都パンフ
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経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制
度等に関する有識者会議

4－1
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元経産省貿易管理部長

秘密保護法賛成・チェック機関の創
設

知財学会会長・産学連携

経産安保法推進論者

元警察官僚、元国家安全保障局長 経済安保推進、SC推進

経産安保辣腕弁護士

自動車総連、金融審議委員

元東大理事、元スポーツ審議会委員

4－2
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有識者会議
「中間論点整理」

2023.6.6

4－3
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セキュリティ・クリアランスの法制化

単独法?
例）関連法の改訂による束ね法

特定秘密保護法改訂 特定秘密４分野から拡大
経済安保法の改訂 特定秘密の定義、対象者、

研究協議会構成員明確化
国家公務員法改訂 特定秘密取扱者の範囲
情報公開法改訂 特定秘密の設定と解除
公文書管理制度改定 特定秘密の設定と解除
CSTI設置法改訂
情報監視審査会設置法改訂

…

4－4
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「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議」2023.2.22 資料より

経済安保法

自衛隊法

4－5
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セキュリティ・クリアランス有識者会議
「中間論点整理（骨子）」（2023年６月6日

１．セキュリティ・クリアランス制度に
関する必要性

２．新たな制度の方向性
３．具体的な方向性
４．その他

4－6
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１ セキュリティ・クリアランス制度に
関する必要性

セキュリティ・クリアランス制度とは、政府が保有
する安全保障上重要な情報として指定された情報
（ＣＩ(Classified Information)）にアクセスする必
要がある者（政府職員及び必要に応じ民間事業者の
従業者等）に対して、政府による調査を実施し、当
該者の信頼性を確認した上でアクセスを認める制度。

4－7
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附帯決議：民間人も含めた認証制度
国家安全保障戦略：情報保全の許可

「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に
関する有識者会議」2023.2.22 資料より

4－8
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4－9

２ 新たな制度の方向性

（１）ＣＩを念頭に置いた制度
（２）主要国との間で通用する実効性のある制度
（３）政府横断的・分野横断的な制度の検討

セキュリティ・クリアランス制度に関
する必要性

CI （Classified Information） [政府が保有する安全保障上重要な情報
として指定された情報」
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4－10

３ 具体的な方向性

（１）情報指定の範囲ＣＩを念頭に置いた制度
（２）信頼性の確認（評価）とそのための調査
（３）産業保全（民間事業者等に対する情報保全）
（４）プライバシー等との関係
（５）情報保全を適切に実施するための官民の体制整備

４ 具体的な方向性

（１）ＣＩ以外の重要な情報の扱い
（２）信頼性の確認に係る理解の促進
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4－11 現行

特定秘密指定の範囲
第１号防衛に関する事項
第２号外交に関する事項
第３号特定有害活動の防止に関する事項
第４号（テロリズムに関する事項）
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4－12

取扱い対象者の範囲
対象者の上司はどこまでか
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4－13 現行
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4－14 現行

「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス
制度等に関する有識者会議」2023.5.26資料より
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適正評価の基本的考え方
ア 情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか
イ 情報を漏らすよう働き掛けを受けた場合に、これに

応じるおそれが高い状態にないか
ウ 情報を適正に管理することができるか
エ 規範を遵守して行動することができるか
オ 自己を律して行動することができるか
カ 職務の遂行に必要な注意力を有しているか
キ 職務に対し、誠実に取り組むことができるか

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」p.30 より

５．日本の現SC制度－特定秘密保護法
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5－1
【特定秘密保護法】特定秘密を取り扱う業務に従事する

者を，適性評価によって特定秘密を漏らすおそれがな
いと認められた者に限定（第11 条）

①暴力的な政府転覆活動・テロ等への関与
②外国との関係
③犯罪歴
④民事訴訟歴
➄情報通信関係の比違歴
⑥物の濫用
⑦精神の健康状態
⑧アルコールの影響
⑨信用状態
⑩知人の連絡先家族・同居人に対して氏名，生年月日，
国籍，住所，社会保障番号等（本人の同意を得て）

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」p.30 より
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６．日米共同研究とセキュリティクリアランス(SC)

■2020.12.6 セキュリティクリアランスの提起；
「提言「経済安全保障戦略」の策定に向けて」自由民
主党政務調査会新国際秩序創造戦略本部、,pp.15-16.
■2021.6.10 「産業構造審議会 通商・貿易分科会安
全保障貿易管理小委員会中間報告」

機微技術に関する統合的アプローチ
①機微技術の流出防止策（「守る」）
②機微技術を保有する主体やその機微技術情報の適切
な把握（「知る」）
③我が国の技術優位性を更に伸ばすとともに、技術の
脆弱性を解消していく施策（「育てる」））の重要性
を確認．



29https://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenkekka/3_4.pdfより作成

6－1

https://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenkekka/3_4.pdf
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■米国のSCシステムに倣う制度づくり
・日米兵器共同開発・日米兵器及び兵器体系のシームレス化対応
・米国からの強い要求（日米安全保障協議委員会２+２）

■機密レベル３段階 米国同様⇒最高機密・極秘・秘（ / CUI）
■特定秘密保護法を本格的SC制度へ転換？

・対象者の拡大（民間人・研究者・技術者・事業者・SC保有者
の上司及び管理者）研究者の発表の自由はく奪、研究環境の隔
離⇒防衛研究所、シンクタンク、DARPA型研究所が受け皿

・特定秘密の拡大 ➄特定重要物質・サイバーセキュリティ・イ
ンテリジェンス⑥基盤インフラ⑦先端機微技術・デュアル技術
⑧秘密特許関係等々

■適正評価の拡大・人権侵害の拡大と監視社会の出現
■罰則の厳罰化（１０年）
■情報保全の各種枠組みの連携・強化
■官民癒着、民の忖度、国際協調主義的事業活動の縮小

6－2
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SC制度導入により対象者、罰則規定と量刑の増加
対象者の増加：科学者・技術者、管理者（CEO) 民間人
〇最高機密 (Top Secret) 

〇極秘 (Secret)

〇秘 (Confidential) 

〇管理された格付け情報(ＣＵI)（Controlled Unclassified Information）

米国：科学者・技術者には最高機密

SC保有の研究者・技術者は施設SCやSCを許容しうる企業・
研究機関への転職（防衛研究所、シンクタンク、DARPA型研
究所が受け皿）、研究発表の自由なし対応給与優遇？

National Security Adjudicative Guidelines https://www.state.gov/security-clearances）
セキュリティクリアランス、外交安全保障局

6－3
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■スピード感もって法制化 民sy的手続きの破壊！
■研究者・技術者の軍事へのSCによる囲い込み！
■研究発表・研究の自由の統制！
■サプライチェーン、基幹インフラ事業者の国家統制！
■人の内面にも及ぶ監視の目、基本的人権の侵害！
■施設のSCによる軍事研究所の成立！
■研究力の更なる低下！
■日米軍事技術開発に巻き込まれ、米軍の圧倒的軍事力の僕！
■カウンターパートがなく、政府のチェックが出来ず、ファシ
ズムへの危険！
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ご清聴
ありがとう
ございました
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